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(57)【要約】
【課題】ハンズフリー通話機能を備えたナビゲーション
装置において、ユーザが表示画面に入力操作する回数や
、操作によって表示される階層の数を低減する。
【解決手段】ナビゲーション装置は、携帯電話機が接続
されてユーザに利用されているとき、表示画面を記憶す
る。イグニッションがオフされる際に、中断フラグが設
定される。その後、イグニッションがオンとなり、当該
携帯電話機が接続されていることを個体識別情報読込に
よる接続認証にて検出（Ｓ６１０～Ｓ６１２）すると、
設定済みの中断フラグを検出（Ｓ６２４）し、記憶して
いた表示画面を呼び出して表示する（Ｓ６３１）。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話機を用いてハンズフリー通話を行うためのハンズフリー通話手段を備えたナビ
ゲーション装置であって、
　前記携帯電話機から前記携帯電話機が記憶している電話番号に関するデータを取得する
取得手段と、
　前記取得手段で取得した電話番号に関するデータを表示する表示制御手段と、
　電源が切れるとき、前記表示制御手段により表示されていた画面を記憶する表示画面記
憶手段と、
　電源が切れた後に再度電源が入ったとき、前記表示画面記憶手段によって記憶されてい
る表示画面を呼び出して再表示する再表示手段とを備えることを特徴とするナビゲーショ
ン装置。　
【請求項２】
　請求項１に記載のナビゲーション装置において、
　同一電話番号に関する発着信履歴は、着信応答・着信不出・発信の各種別に対して各々
最新の一件ずつのみを含むことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のナビゲーション装置において、
　名称を入力する名称入力手段と、
　前記携帯電話機の個体識別情報と前記名称入力手段により入力された名称とを対応して
記録する名称記録手段とを備えることを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のナビゲーション装置において、
　前記個体識別情報に基づいて電話番号に関するデータを検索する検索手段と、
　前記検索手段によって検索された電話番号に関するデータを、前記取得手段によって取
得した電話番号に関するデータに更新する更新手段とを備えることを特徴とするナビゲー
ション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機を接続してハンズフリー通話が可能なナビゲーション装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　日本国内では、車両の運転者が走行中に携帯電話機を手に持って操作したり通話したり
することは法律で禁じられている。それゆえ、携帯電話機用ハンズフリー通話装置やハン
ズフリー通話機能を備えたナビゲーション装置が流通しており、これらの製品を車載する
上で、運転者が運転に集中するための工夫がなされていることが知られている（特許文献
１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１６８５４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、市中に流通しているハンズフリー通話機能を備えた車載ナビゲーション装置に
関しては、運転者がナビゲーション装置の操作や画面の視認に集中しないよう、走行中の
操作や表示機能の一部が制限されていることが多い。そのため、ナビゲーション装置に対
して、発着信履歴確認等の目的を達するまでの操作回数や表示する階層の数が多いと、そ
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れらの上限値制限によって目的の処理の実行を阻害される可能性があるという課題がある
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によるナビゲーション装置は、携帯電話機を用いてハンズフリー通話を行うため
のハンズフリー通話手段を備えたナビゲーション装置であって、携帯電話機から携帯電話
機が記憶している電話番号に関するデータを取得する取得手段と、取得手段で取得した電
話番号に関するデータを表示する表示制御手段と、電源が切れたとき、表示制御手段によ
り表示されていた画面を記憶する表示画面記憶手段と、電源が切れた後に再度電源が入っ
たとき、表示画面記憶手段によって記憶されている表示画面を呼び出して再表示する再表
示手段とを備えることを特徴とする。　
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、ナビゲーション装置でのハンズフリー通話の際、ユーザが目的の処理
を実行するまでの操作回数や表示する階層の数を低減できるため、利便性が高まる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】車載ナビゲーション装置１００の内部および周辺の構成を示す図である。
【図２】補助記憶装置１４０に格納されている電話番号データ２００の管理の仕組みを表
す図である。
【図３】車載ナビゲーション装置１００における電話番号データ２００のうちの着信履歴
データを表示した画面を表す図である。
【図４】車載ナビゲーション装置１００における電話番号データ２００のうちの着信履歴
データと発信履歴データを結合して時系列に混在表示した発着信統合履歴表示画面を表す
図である。
【図５】車載ナビゲーション装置１００における不出通知画面を表す図である。
【図６】車載ナビゲーション装置１００における電話番号データ２００の登録・更新処理
手順を説明するフローチャートである。
【図７】車載ナビゲーション装置１００における電話番号データ２００の登録・更新処理
手順に含まれるサブルーチン処理「通常利用」で実施される具体的な処理手順を説明する
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１～図７を参照して、本発明によるハンズフリー通話時の操作回数低減を車載ナビゲ
ーション装置に適用した一実施の形態を説明する。図１は、本実施の形態の車載ナビゲー
ション装置１００の内部および周辺の構成を示す図である。
【０００９】
　ＣＰＵ１１０は車載ナビゲーション装置１００全体を制御する演算処理装置であり、Ｃ
ＰＵ１１０およびその周辺回路は互いにバスで接続されている。周辺回路は、主記憶装置
１１５、補助記憶装置１４０、放送チューナ１５０、ディスプレイモジュール１６０、ハ
ンズフリー通話制御部１７０、通信インタフェース１８０、オーディオモジュール１９０
を含んで構成される。主記憶装置１１５は、ＣＰＵ１１０の作業エリアであるワークメモ
リや制御プログラムが格納されているプログラムメモリに用いられる。
【００１０】
　現在位置検出センサ１２１は、ＧＰＳセンサを含んで構成され、車載ナビゲーション装
置１００が搭載された車両の現在位置を検出する。イグニッションセンサ１２２は、当該
車両のイグニッションがオンであるかオフであるかを検出する。車速センサ１２３は、当
該車両の車速を検出する。ユーザ入力装置１３０は、たとえば、タッチパネル、パネル周
辺の押ボタン式スイッチ、リモコン、ジョイスティック、スタイラスペンである。
【００１１】
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　補助記憶装置１４０は、ナビゲーション処理に使用する道路地図データやＰＯＩ（Ｐｏ
ｉｎｔ　Ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ：観光地や各種施設）情報を格納する。補助記憶装置１
４０は、電話番号データ２００（図２の説明にて後述）も格納する。なお、補助記憶装置
１４０は、たとえばハードディスクドライブであるが、ＣＤやＤＶＤ、フラッシュメモリ
、その他の記録媒体、およびその読み出し装置であっても良い。
【００１２】
　チューナ１５０は、アンテナを介してＶＩＣＳセンターからのデータを受信するために
用いられる。
【００１３】
　ディスプレイモジュール１６０は、ＣＰＵ１１０から出力される文字や図形を含んで構
成される画像データを画面表示する。
【００１４】
　ハンズフリー通話制御部１７０は、携帯電話機３００の操作や携帯電話機３００での通
話を車載ナビゲーション装置１００を介して行うハンズフリー通話を制御する。
【００１５】
　通信インタフェース１８０は、車載ナビゲーション装置１００が携帯電話機３００との
間でデータ通信を行う際に用いられる。データ通信方式としては、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）や赤外線通信等の無線通信、ケーブル接続による有線通信を用いることができ
る。たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を利用する場合、通信インタフェース１
８０はデータ送受信のためのＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）回路（不図示）を
含んで構成される。
【００１６】
　オーディオコントローラ１９０は、ユーザがマイク１９１に発した音声を音声信号に変
換するための制御、および音声信号をスピーカ１９２へ出力するための制御を行う。
【００１７】
　次に、図２を用いて、補助記憶装置１４０に格納されている電話番号データについて説
明する。本実施の形態によるハンズフリー通話にて読込・設定または更新対象となる電話
番号データ２００は、登録されている複数の携帯電話機の各電話番号データ毎に登録名称
が各々付与されて管理されている。電話番号データ２００の登録名称は、携帯電話機個体
識別情報２１０に対応して記録されている。登録名称としては、たとえば、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）規格に定義されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｎａｍｅや、
ユーザ入力に基づく任意の名称（たとえば、“山田（個人用）”）が用いられる。携帯電
話機個体識別情報２１０としては、たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格に定
義されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ａｄｄｒｅｓｓや電話番号が用いられる。
【００１８】
　図２では、５台の携帯電話機の電話番号データ２００が、たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）を用いた無線通信によって車載ナビゲーション装置１００に読み込まれ、
携帯電話機個体識別情報２１０＃１～２１０＃５に対応して各々管理されている様子を示
している。電話番号データ２００は、たとえば短縮ダイヤルデータ２５１、電話帳データ
２５２、発着信履歴データ２５３から成る。
【００１９】
　発着信履歴データ２５３は、不図示の着信履歴データ・発信履歴データから成る。携帯
電話機自体が記憶している着信履歴データには、通常、当該着信に対して通話したか否か
についても記録されているので、着信履歴データを車載ナビゲーション装置１００が読み
込む際には、同一電話番号からの着信は最新の応答履歴および最新の不出履歴を抽出し、
着信履歴データとして保存する。なお、応答とは、着信に対して応答したことを指し、不
出とは、応答すること無く着信が終了したことを指すものとする。また、同一電話番号か
らの発信は最新の発信履歴のみを発信履歴データとして保存する。
【００２０】
　次に、図３～５を用いて、本実施形態によるハンズフリー通話にて表示される画面につ
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いて説明する。図３は、図２における携帯電話機＃１に対応する電話番号データ＃１のう
ちの着信履歴データを表示した画面である。この例では、最新の５件の履歴が表示されて
いる。各着信毎に、時刻および応答・不出の別が表示されている。前述したように、同一
の電話番号からの着信は最新の応答履歴および最新の不出履歴のみが着信履歴データに保
存されている。したがって、最新の不出履歴に該当する「○山○男」の所有する携帯電話
機からの着信が２００８年１月３１日（木）２１：０７よりも前に１回または複数回発生
していた場合、そのいずれもが不出であれば表示されない。たとえば「○山○男」が所有
している携帯電話機から連続５回以上の不出の着信が発生した場合にも、図３に示すよう
に、最新の着信履歴画面には、同一の電話番号からの不出履歴のみが表示される。したが
って、他の電話番号からの着信履歴を参照するためにスクロールする等の追加操作を行う
必要が無い。ただし、当該「○山○男」の所有する携帯電話機からの同日１４：５２の着
信には応答しているので、着信履歴画面には応答した旨の表示がされている。
【００２１】
　図４は、図２における携帯電話機＃１に対応する電話番号データ＃１のうち、発着信履
歴データ２５３を構成する着信履歴データと発信履歴データを結合して時系列に混在表示
した発着信統合履歴表示画面の例である。各着信毎または発信毎に、時刻および応答・不
出・発信の別が表示されている。前述したように、同一電話番号からの着信は最新の応答
履歴および最新の不出履歴のみが着信履歴データに保存され、同一電話番号からの発信は
最新の発信履歴のみが発信履歴データとして保存されている。したがって、「○山○男」
の所有する携帯電話機からの応答・不出の着信が各々複数回あった場合においても各々最
新の履歴以外は表示されないが、「△川△子」の所有する携帯電話機からの着信履歴と、
「△川△子」の所有する携帯電話機への発信履歴とは共に表示されている。
【００２２】
　図５は、ユーザが着信に応答できずに不出となってしまった際に表示される不出通知画
面を示す。不出通知画面は、次のイベント（たとえば、ユーザによる入力操作や、新たな
着信）が発生するまで表示される。ただし、当該イベントがイグニッションセンサ１２２
を介して検出されるイグニッションオフであった場合、さらにその後のイグニッションオ
ンの後に車載ナビゲーション装置１００が検出した携帯電話機が当該イグニッションオフ
時に接続されていた携帯電話機と同一であった場合は、再び当該不出通知画面が表示され
る。なお、こうしたイグニッションオフおよびそれに引き続くイグニッションオンに係る
上記動作（すなわち、イグニッションオフ時の表示画面をイグニッションオン後に再表示
する動作）は、不出通知画面表示に限定されるものではなく、後述の図７に示すように、
イグニッションオフイベント発生直前に表示されていた画面が再表示される。
【００２３】
　次に、図６のフローチャートを参照して、ＣＰＵ１１０によって制御される、車載ナビ
ゲーション装置１００に携帯電話機を接続した際の電話番号データ２００の登録・更新処
理手順を説明する。まず、ステップＳ６１０では、車載ナビゲーション装置１００はハン
ズフリー通話制御部１７０によって携帯電話機を検出し、ステップＳ６１１にて当該携帯
電話機の個体識別情報を読み込んで補助記憶装置１４０が記憶する携帯電話機個体識別情
報を検索および照合することにより、接続認証を行う。
【００２４】
　ステップＳ６１２にて「認証ＯＫ？」が否定判定されたとき、すなわち、車載ナビゲー
ション装置１００がステップＳ６１１にて読み込んだ携帯電話機個体識別情報は未登録で
あると判定したとき、ステップＳ６１３にて新規登録を行うか否かについてのメニューを
画面表示することにより、ユーザによる入力を待つ。新規登録を行う場合は、ステップＳ
６１４にて車両走行中の操作や表示機能の一部が制限される操作制限モードであるか否か
を判定し、否定判定がなされたときには、ステップＳ６１５にて当該携帯電話機個体識別
情報を記憶した後にステップＳ６１６へ進み、新規登録用各種設定をユーザ入力に基づい
て実行する。なお、新規登録用各種設定の内容は、たとえば、補助記憶装置１４０におけ
る電話番号データ２００が格納されるフォルダの場所や、電話番号データ２００の登録名
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称（ユーザ入力に基づく任意の名称を用いる場合に限られる）、当該携帯電話機に付与さ
れている電話番号である。続いて、ステップＳ６１７においては、ユーザ入力に基づいて
短縮ダイヤル番号データを設定し、ステップＳ６１８およびステップＳ６１９においては
、接続されている当該携帯電話機から電話帳データおよび発着信履歴データを読み込んで
補助記憶装置１４０に記憶させる。これらの処理が完了すると、ステップＳ６２０にて「
新規登録」完了通知がメッセージとして画面表示され、その後は電話番号データ２００の
呼び出しや当該携帯電話機操作のような、通常の利用が可能となる。なお、ステップＳ６
１４の操作制限モード判定処理において肯定判定がなされると、ユーザ入力操作の必要な
処理は行われないため、制御をステップＳ６１８へ進める。
【００２５】
　ステップＳ６１２にて「認証ＯＫ？」が肯定判定されると、当該携帯電話機が接続され
、ステップＳ６２４にて、前回のイグニッションオフ時に中断フラグが設定されているか
否かを判定する。この中断フラグ設定は図７にて後述する「通常利用」サブルーチン処理
の中で実行される。ステップＳ６２４にて否定判定がなされると、ステップＳ６２５にて
操作制限モードであるか否かを判定する。ステップＳ６２５にて否定判定がなされた場合
には、ステップＳ６２７において、ユーザ入力に基づいて短縮ダイヤル番号データを更新
する（ユーザ入力が無い状態で一定時間経過した場合はタイムアウトして次のステップに
進むようにしても良い）。ステップＳ６２８およびステップＳ６２９においては、接続さ
れている当該携帯電話機から電話帳データおよび発着信履歴データを読み込んで、補助記
憶装置１４０が記憶する電話番号データ２００を更新する。これらの処理が完了すると、
ステップＳ６３０にて「電話番号データ更新」完了通知がメッセージとして画面表示され
る。なお、ステップＳ６２５の操作制限モード判定処理において肯定判定がなされるとユ
ーザ入力操作に基づく必要な処理を行わないため、制御をステップＳ６２８へ進める。
【００２６】
　ステップＳ６２４にて肯定判定がなされると、ステップＳ６３１において、図７にて後
述する表示画面記憶処理により既に記憶されている画面が呼び出し・表示され、ステップ
Ｓ６３２にて中断フラグが解除される。
【００２７】
　ステップＳ６２０の処理完了後、ステップＳ６１３における否定判定後、ステップＳ６
３０の処理完了後、またはステップＳ６３２の処理完了後、いずれにおいても、ステップ
Ｓ６４０において、図７にて後述するサブルーチン処理「通常利用」に進み、当該サブル
ーチン処理が終了すると、車載ナビゲーション装置１００に携帯電話機を接続した際の電
話番号データ２００の処理手順は終了する。
【００２８】
　次に、図７のフローチャートを参照して、図６にてステップＳ６４０として記載されて
いるサブルーチン処理「通常利用」で実施される具体的な処理手順を説明する。本サブル
ーチン処理「通常利用」が開始されると、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ７１１にて、その
時点で表示されている表示画面のデータを主記憶装置１１５または不図示のキャッシュメ
モリに記憶させて、その後何らかのイベント発生まで待機する。
【００２９】
　ステップＳ７１２においては、ＣＰＵ１１０にてイベントが発生したと判断すると、当
該イベントの内容を判断してその内容に応じた処理が実行される。イベントがユーザ操作
による携帯電話機接続解除イベントであれば、制御がステップＳ７１３に進んだ後、本サ
ブルーチン処理「通常利用」は終了する。ステップＳ７１２にて発生したイベントがイグ
ニッションオフイベント（イグニッションセンサ１２２からの入力に基づく）であれば、
制御がステップＳ７２３に進んだ後、ステップＳ７２４にて中断フラグが設定され、本サ
ブルーチン処理「通常利用」は終了する。イグニッションオフ時に中断フラグが設定され
ることにより、その後にイグニッションがオンとなり、当該携帯電話機が接続されている
ことを個体識別情報読込による接続認証にて検出すると、設定されている中断フラグを検
出し、イグニッションオフ直前にステップＳ７１１にて記憶されていた画面を呼び出して
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表示する（図６に示すステップＳ６１１～ステップＳ６１２「Ｙ」～ステップＳ６２４「
Ｙ」～ステップＳ６３１に至る一連の処理に相当）。
【００３０】
　ステップＳ７１２にて発生したイベントが携帯電話発着信イベントまたはユーザ入力に
よる電話番号データ編集イベントであれば、制御がステップＳ７３３に進んだ後、引き続
くステップＳ７３４にて電話番号データ２００が更新される。ステップＳ７１２にて発生
したイベントが車速センサ１２３からの入力に基づく車両走行／停止切換イベントであれ
ば、制御がステップＳ７４３に進んだ後、引き続くステップＳ７４４にて操作制限モード
オン／オフ切換が実行される。なお、本明細書における操作制限モードとは、運転者が車
載ナビゲーション装置の操作や画面の視認に集中しないよう、走行中の操作や表示機能の
一部が制限されているモードを指す。ステップＳ７１２にて発生したイベントが、通話終
了イベント、またはユーザ操作による発着信履歴個別／混在表示種別切換イベント、また
は画面表示（階層）切換イベントである場合は、制御がステップＳ７５３に進み、各イベ
ントに応じた画面が表示される。
【００３１】
　ステップＳ７３４の処理完了後、ステップＳ７４４の処理完了後、またはステップＳ７
５３の処理完了後、いずれにおいても、ステップＳ７１１に戻って表示画面が記憶される
。たとえば、ステップＳ７３３にて携帯電話機への着信イベントであった場合、ユーザが
応答できれば、ステップＳ７１１に戻って通話中の表示画面のデータが主記憶装置１１５
または不図示のキャッシュメモリに記憶され、他方、応答できずに着信イベントが終了し
たときには、図５に示すような不出通知画面が表示され、かつその画面のデータが主記憶
装置１１５または不図示のキャッシュメモリに記憶される。その後、再び繰り返されるス
テップＳ７１２以降の処理については、既に説明した通りである。たとえば、当該着信イ
ベントに対してユーザが応答できた場合は通話が開始されることとなり、当該通話が終了
すると、ステップＳ７１２における発生イベントとして通話終了イベントが発生するため
、ステップＳ７５３へ進む。また、当該着信イベントに対してユーザが応答できずに着信
イベントが終了した場合は前述の不出通知画面のデータが表示され、かつ主記憶装置１１
５または不図示のキャッシュメモリに記憶され、引き続いてステップＳ７１２における発
生イベントとしてイグニッションオフイベントが発生するとステップＳ７２３以降の処理
が実行され、イグニッションがオンされて当該携帯電話機の接続が継続していれば前述の
不出通知画面が呼び出されて表示されることとなる。
【００３２】
　上述した一実施の形態による車載ナビゲーション装置１００は次の作用効果を奏する。
（１）車載ナビゲーション装置１００に記憶される短縮ダイヤル番号データ２５１、電話
帳データ２５２、発着信履歴データ２５３といった電話番号データ２００は、携帯電話機
毎に管理され、携帯電話機個体識別情報２１０に対応して識別されるように構成した。こ
れにより、車載ナビゲーション装置１００に登録済の携帯電話機３００が接続されると、
ユーザ操作による選択処理を必要とせずに当該携帯電話機に対応した電話番号データ２０
０が利用可能となるため、ユーザによる操作回数が削減される。また、当該ユーザによっ
て他の登録済み携帯電話機に対応した別の電話番号データが編集されることは起こり得な
いので、電話番号データへの不正アクセスを防止することができる。
【００３３】
（２）電話帳データ２５２、発着信履歴データ２５３については、車載ナビゲーション装
置１００に接続・認証された携帯電話機３００からデータ通信により読み込まれるように
構成した。これにより、車載ナビゲーション装置１００に登録済の携帯電話機３００が接
続されると、当該携帯電話機の保有する最新の電話帳データおよび発着信履歴データを読
み込むことができる。
【００３４】
（３）車載ナビゲーション装置１００にて記憶される発着信履歴データ２５３については
、一般の携帯電話機と同様に着信履歴データと発信履歴データが別個に管理されているが
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、画面への表示種別として、着信履歴表示および発信履歴表示といった個別表示の他に、
発着信履歴統合表示といった混在表示機能を備えるように構成した。これにより、ユーザ
は最新の発着信履歴を一瞥で確認することができるため、着信履歴表示および発信履歴表
示の表示切換に必要な操作回数が削減される。
【００３５】
（４）車載ナビゲーション装置１００にて、携帯電話機３００が接続された状態でイグニ
ッションがオフされる直前の表示画面が携帯電話機個体識別情報２１０に対応して記憶さ
れ、かつ、その後にイグニッションがオンされて、当該携帯電話機の接続が当該携帯電話
機個体識別情報２１０に基づいて検出されると、記憶されたイグニッションオフ直前の表
示画面を再表示するように構成した。これにより、たとえば都市部で車両走行する際、頻
繁なイグニッションオフ／オン切換を伴うアイドリングストップにおいても画面再表示に
必要な操作回数が削減される。
【００３６】
（５）発着信履歴データ２５３については、同一電話番号からの着信は最新の応答履歴お
よび最新の不出履歴を抽出し、同一電話番号からの発信は最新の発信履歴を抽出して保存
するように構成した。これにより、ユーザは、発着信履歴表示画面を参照する際、同一電
話番号に関する発着信履歴表示が複数個表示されていることが原因で、他の電話番号に関
する最近の発着信履歴表示を参照するためにスクロール操作が必要となることが防止され
、有用性の高い情報表示を少ない操作回数で参照することができる。
【００３７】
－－－変形例－－－
　図１および図２の図面上では、車載ナビゲーション装置１００に携帯電話機３００を接
続する際にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）による無線通信を用いた例のみを記載してい
るが、赤外線による無線通信での接続であっても良いし、ケーブルを介した有線通信での
接続であっても良い。
【００３８】
　上述の図２の説明では、発着信履歴データ２５３は、不図示の着信履歴データ・発信履
歴データから成るとしたが、接続される携帯電話機３００の機種によっては応答履歴デー
タ・不出履歴データ・発信履歴データから成る場合もある。それらの応答履歴データ・不
出履歴データ・発信履歴データを車載ナビゲーション装置１００が読み込む際には、同一
電話番号からの着信は、最新の応答履歴を抽出して応答履歴データとして保存し、最新の
不出履歴を抽出して不出履歴データとして保存することとしてもよい。この場合、ユーザ
が、着信履歴表示画面または発着信履歴統合表示画面を参照する際に、同一電話番号から
の着信履歴に関しては、車載ナビゲーション装置１００が発着信履歴データ２５３の中か
ら最新の応答履歴および最新の不出履歴を抽出して着信履歴として画面に統合表示するよ
うにしても良いし、応答履歴表示画面および不出履歴表示画面を生成して各画面を表示す
るようにしても良い。
【００３９】
　上述の図３および図４の説明において、発着信履歴データ２５３については、携帯電話
機からの発着信履歴データ読み込みの際に、同一電話番号からの着信は最新の応答履歴お
よび最新の不出履歴を抽出して保存することとしているが、ユーザが着信履歴表示画面ま
たは発着信履歴統合表示画面を参照する際に、車載ナビゲーション装置１００が発着信履
歴データ２５３の中から同一電話番号からの着信は応答／不出の区別なく最新の着信履歴
を抽出して画面に表示するようにしても良い。その際に、最新の着信履歴が応答／不出の
いずれであったかを画面に表示するようにしても良い。
【００４０】
　上述の図３および図４の説明では、発着信履歴データ２５３について、携帯電話機から
の発着信履歴データ読み込みの際に、同一電話番号からの着信は最新の応答履歴および最
新の不出履歴を抽出し、同一電話番号からの発信は最新の発信履歴を抽出して保存するこ
ととしているが、全データを読み込んだ上で、ユーザは、発着信履歴表示画面を参照する
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らの着信は最新の応答履歴および最新の不出履歴を抽出し、同一電話番号からの発信は最
新の発信履歴を抽出して画面に表示するようにしても良い。あるいは、当該抽出処理を行
わずに全データを画面に表示するようにしても良い。
【００４１】
　上述の図６の説明では、短縮ダイヤル番号データ２５１、電話帳データ２５２、発着信
履歴データ２５３の読込・設定／更新を行うか否かについて、ユーザが選択することはで
きない構成としていたが、たとえば電話帳データについては自律で上書き処理されてしま
うことを回避したいといった利用形態を採ることもできる。すなわち、各データの読込・
設定／更新を行うか否かについてユーザが選択することが可能な構成としても良い。
【００４２】
　上述の図６の説明では、短縮ダイヤル番号データ２５１、電話帳データ２５２、発着信
履歴データ２５３の読込・設定／更新を行うと上書き前のデータは失われてしまうが、た
とえば予期しないエラーを含むデータや誤情報を含むデータで上書きされてしまうと、復
元処理が困難あるいは不可能となる場合が考えられる。したがって、各データの読み込み
・設定／更新に際しては、直前の各データのバックアップデータを退避保存するように構
成しても良い。バックアップデータの退避保存先は補助記憶装置１４０であってもよいし
、リムーバブルディスク等の外部接続された記憶装置であってもよい。
【００４３】
　上述の説明では、車載ナビゲーション装置１００に複数の携帯電話機３００を接続した
例を示したため、携帯電話機個体識別情報２１０を用いたが、接続される携帯電話機３０
０が１台のみであれば、携帯電話機個体識別情報２１０は用いなくても良い。
【００４４】
　上述の説明では、本発明によるハンズフリー通話時の操作回数低減を車載ナビゲーショ
ン装置に適用した一実施の形態を説明したが、車載専用ではないナビゲーション装置であ
っても良い。たとえば、イグニッションセンサ１２２からの入力信号が検出できれば、Ｐ
ＮＤ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ）であっても良い。
【００４５】
　上述した実施の形態と各変形例は、それぞれ組み合わせてもよい。
【００４６】
　また、本発明の特徴的な機能を損なわない限り、本発明は、上述した実施の形態および
その変形例における機器構成に何ら限定されない。
【符号の説明】
【００４７】
１００　車載ナビゲーション装置            １１０　ＣＰＵ（プロセッサ）
１１５　主記憶装置                 　　　 １２１　現在位置検出センサ
１２２　イグニッションセンサ              １２３　車速センサ
１３０　ユーザ入力装置                    １４０　補助記憶装置
１５０　チューナ                          １６０　ディスプレイモジュール
１７０　ハンズフリー通話制御部            １８０　通信インタフェース
１９０　オーディオコントローラ            １９１　マイク
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